
小川町告示第１２号 

 

小川町物価高騰対策商品券配布事業実施要綱を次のように定める。 

 

令和８年２月２日 

 

小川町長 島 田 康 弘 

 

小川町物価高騰対策商品券配布事業実施要綱 

（目的） 

第１条 この告示は、町内の参加店舗で利用できる商品券を全町民に配布する小川

町物価高騰対策商品券配付事業（以下「本事業」という。）を実施することによ

り、町内における消費喚起と地域経済の活性化を図り、もって物価高騰等の影響

を受ける町民の生活を支援することを目的とする。 

 （商品券） 

第２条 商品券は、次の表に定めるとおりとする。 

発行者 小川町 

商品券の金額 額面：１枚５００円 

配布単位 １名につき１０枚綴（５，０００円相当） 

利用期間 令和８年６月１日から令和８年１０月３１日まで 

利用できないもの ⑴ 不動産や金融商品 

⑵ たばこ（電子たばこ、加熱式たばこ等を含む） 

⑶ 他の商品券、ビール券、図書券、切手、印紙、

プリペイドカード等の換金性の高いもの 

⑷ 国税、地方税や使用料などの公租公課 

⑸ その他、町長が不適当と認めるもの 

利用上の注意点 ⑴ 本商品券は現金との引換えはできない。 

⑵ 釣銭は支払われない。 

⑶ 盗難・紛失・滅失した場合、再発行しない。 

 （対象者） 

第３条 商品券の配布対象者は、令和８年３月１日（以下「基準日」という。）に

おいて、小川町の住民基本台帳に記録されている者とする。 

２ 前項の規定にかかわらず、基準日から商品券を発送するまでに発行者が死亡の

事実を知った者は、対象外とする。 

 （配布方法） 



第４条 商品券は、世帯単位でまとめて郵送するものとし、宛先は世帯主とする。 

２ 郵送には、配達の状況が確認及び記録できるゆうパック等を用いるものとする。 

３ 配達不能（返戻）が発生した場合、一度に限り再送を行うものとする。ただし、

再送も未着となった商品券は、小川町役場政策推進課で保管するものとし、本人

の申出により受け取ることができるものとする。 

４ 前項の規定による保管期限は、令和８年１０月３０日とする。 

 （取扱店舗） 

第５条 商品券を利用できる店舗（以下「取扱店舗」という。）は、小川町内に店

舗等を有する事業者で、小川町内の店舗に限り商品券を利用可能とすることがで

きるものとする。ただし、次のいずれかに該当する店舗等は除くものとする。 

⑴ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）

第２条第２号に規定する暴力団に該当する者 

⑵ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和２３年法律第１２

２号。以下「風俗営業法」という。）第２条第１項第４号及び第５号に規定す

る営業を行う者 

⑶ 風俗営業法第２条第５項に規定する性風俗関連特殊営業においてサービスを

提供する者 

⑷ 法令又は公序良俗に反する者 

⑸ 前各号に揚げるもののほか、本事業の目的に照らして小川町長が不適当と判

断した者 

２ 取扱店舗の申込方法等については、「小川町物価高騰対策商品券取扱店舗募集

要領」に定めるところによる。 

 （換金） 

第６条 取扱店舗は、利用者から受領した商品券を町が別途定める方法で提出し、

換金を受けるものとする。 

２ 換金の受付は、令和８年６月１日から令和８年１１月３０日までの間で、町が

定める日時に行うものとする。 

（業務の委託） 

第７条 町は、商品券の発行及び取扱いに係る業務について仕様を示し、当該業務

を委託することにより執行することができる。この場合において、町は、受託事

業者と業務委託契約を締結し、業務の執行について管理及び監督を行うものとす

る。 



（不正防止等） 

第８条 町及び受託事業者は、二重換金防止、偽造防止等の必要な対策を講ずるも

のとする。 

２ 取扱店舗は、不正防止に関する調査等に協力するものとする。 

（個人情報の取扱い） 

第９条 本事業において取得及び利用する個人情報は、本事業の実施に必要な範囲

に限って取り扱い、関係法令及び町の規程に基づき適切に管理するものとし、委

託事業者に取り扱わせる場合も同様とする。 

 （その他） 

第１０条 この告示に定めるもののほか、本事業の実施に関し必要な事項は、別に

定める 

   附 則 

この告示は、令和８年２月２日から施行する。 

 


